
 
 

平成２３年５月２６日 

財 務 省 東 北 財 務 局 

国土交通省東北地方整備局 

農林水産省東北農政局 

 

 

「平成 23 年東北地方太平洋沖地震」により被災した 

岩手県内の公共土木施設、農地・農業用施設等の  

災害査定を実施します   

 
平成２３年３月１１日の「平成 23 年東北地方太平洋沖地震」により東北地方

で大規模かつ広範囲にわたる災害が発生しました。  

これに伴い、被災した岩手県や県内市町村などの地方公共団体が管理する河

川・道路等の公共土木施設や農地・農業用施設等について、当該地方公共団体か

ら公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに農林水産業施設災害復旧事業

費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく申請を受け、国の担当官が被災現地

に出向いて、事業費を決定する災害査定を行います。  

災害査定には、主務省である国土交通省(本省、東北地方整備局)又は農林水産

省（本省、東北農政局）から災害査定官を派遣し、また、財務省東北財務局から

は財政を所管する立場から立会官を派遣しています。  
 
 

※ 査定件数 約６８０件、査定日程：平成 23 年５月３０日（月）～ 

    （詳細は別紙のとおり） 

 

＜問合わせ先＞ 

【東北財務局】   （０２２）２６３－１１１１（代） 

理財部主計第一課長 菅原 高、上席主計実地監査官 赤沼 博 

 

【東北地方整備局】 （０２２）２２５－２１７１（代） 

企画部防災課長 熊谷順子、課長補佐 前田直久 

 

【東北農政局】   （０２２）２６３－１１１１（代） 

整備部防災課長 鎌田知也、災害査定官 伊東 豊 

 

お 知 ら せ



 

 

（別紙） 

 

○当面の災害査定日程 

県 名  査定件数 実施期間 査定か所 

公共土木 ４８０件 5/30（月）～6/17（金） 盛岡市ほか 

岩手県 

農地等 約２００件 5/30（月）～7/8（金） 奥州市ほか 

 （５月２６日現在で確定しているものを記載しています。上記以降も、順次、

災害査定を実施して参ります。） 

 

 

※ 災害査定官：国土交通省及び東北地方整備局（公共土木施設） 

        農林水産省及び東北農政局（農地・農業用施設等） 

立会官  ：東北財務局 

申請者  ：県、市町村又は土地改良区等（農地・農業用施設等） 

 

 


